
第10回会議までのご意見と対応
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※雨量分布図は広島地方気象台提供
（7/5 0:00～7/9 9:00の降水量）

（ミリ）

平成30年７月豪雨の概要（雨量の状況） 高梁川水系

 平成30年７月５日(木)から７日(土)にかけて、高梁川流域では非常に激しい雨が降り、多いところでは降り始めからの累加雨量が
400mmを超えた。

 地点上流流域平均雨量（２日雨量：７月５日９時～７日９時）については、高梁川水系高梁川の船穂地点および日羽地点、支川小
田川の矢形橋地点のいずれにおいても観測史上第１位を記録した。
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観測史上第5位までの雨量

観測史上第5位までの雨量

主要な地点
矢形橋

基準地点
船穂

観測史上第5位までの雨量観測史上
第1位

観測史上
第1位

観測史上
第１位
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平成30年７月豪雨の概要（水位の状況） 高梁川水系
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日羽水位観測所

矢掛水位観測所
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小 田 川

倉敷市役所

総社市役所

矢掛町役場

国道2号

大臣管理区間

大臣管理区間

主要な地点
矢形橋

基準地点
船穂

山陽新幹線

酒津水位観測所

新倉敷駅

倉敷駅

 水位については、高梁川水系高梁川の日羽水位観測所、酒津水位観測所及び小田川の矢掛水位観測所において氾濫危険水位を超過
し、観測史上最高水位を記録した。
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※S47.7豪雨では、日羽の自記観測所が倒壊しており、実際のピーク水位はさらに高かった可能性がある。

※H30.7豪雨に伴って、H30.8～R3.5の期間は基準水位を暫定値としており、R3.6より従前（H30.7以前）の基準水位に戻している。
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平均年最大流量 3,500m3/s

平成30年７月豪雨の概要（流量の状況） 高梁川水系

3

高

梁

川

大臣管理区間

小 田 川

倉敷市役所

総社市役所

矢掛町役場
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主要な地点
矢形橋

基準地点
船穂

山陽新幹線
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倉敷駅

 流量の推定値 ※については、高梁川水系高梁川の船穂地点では約9,400m3/s（約9,100m3/s） 、支川小田川の矢形橋地点では約
1,400m3/sであった。※裸字はダムによる洪水調節や河道からの氾濫がなかった場合に、河道に流出するとした計算流量で、（ ）はダムによる調節効果を考慮した計算流量。

船
穂
地
点

矢
形
橋
地
点

※ グラフの流量は、ダムによる洪水調節や河道からの氾濫がなかった場合に、河道に流出するとした計算流量です。



大臣管理区間

凡例
× ：堤防の決壊
▲ ：護岸損壊等

＜高梁川（大臣管理区間）の被災状況＞
護岸損壊・基盤漏水等 ： ４箇所

【漏水】 L=551m
高梁川 左岸14k200付近

【漏水】 L=770m
高梁川 左岸16k300付近

××

【護岸・堰損壊】 L=100m
高梁川 右岸2k600付近(潮止め)堰

【溢水】
高梁川 左岸11k600～11k800付近

高梁川 高梁川

清音黒田地先前面の道路の浸水状況

県道

JR伯備線
H30.7浸水位

高梁川

高梁川

位置図

凡　例

基準地点

国管理区間

基準地点

大臣管理区間

小田川

高梁川

【溢水】
高梁川 左岸22k600～23k200付近

高梁川

【護岸損壊】 L=100m
高梁川 右岸14k600付近

【堤防決壊】 L=70m
高梁川 右岸28k付近（県管理区間）

【堤防決壊】 L=60m
高梁川 右岸28k付近（県管理区間）

高梁川

高梁川

高梁川

平成30年７月豪雨の概要（高梁川の被災状況） 高梁川水系

 高梁川の大臣管理区間では、護岸損壊、漏水が発生したほか、無堤区間からの溢水により家屋浸水等が発生。
 高梁川の県管理区間においては堤防が決壊するなど、家屋等の浸水被害が発生。

4

大臣管理区間



平成30年７月豪雨の概要（小田川の被災状況） 高梁川水系

 小田川では、倉敷市真備町において小田川及び県管理支川の堤防が決壊し、大規模な浸水により甚大な被害が発生したほか、堤防
の欠損等が多数発生。

小田川

＜小田川（大臣管理区間等）の被災状況＞
浸水面積 ： 約1,100ha
全壊家屋棟数： 約4,900棟
（※水害統計調査（平成30年版）による集計）
堤防の決壊 ： ２箇所（大臣管理）

６箇所（県管理）
堤防法崩れ ： ６箇所（大臣管理）

１箇所（県管理）
越水 ： ４箇所（大臣管理）

高
梁
川

④ 【堤防の決壊】 L=100m

小田川 左岸3k400付近

⑯ 【越水】

小田川 右岸7k000付近

⑩ 【越水】

小田川 右岸4k000付近

⑧ 【越水】

小田川 右岸2k600、3k200付近

⑤ 【堤防の決壊】 左岸L=200m

右岸L=300m

末政川 左右岸0k700付近（県）

⑥ 【堤防の決壊】 L=20m

末政川 左岸0k400付近（県）

③ 【堤防の決壊】 （県）

左岸L=20m

高馬川 左岸0k付近

右岸L=100m

高馬川 右岸0k100付近

たか ま がわ

すえ まさ がわ

⑮ 【越水】

小田川 右岸6k800付近

① ②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑭

⑧

⑨
⑩⑪⑫

⑬ ⑧

⑯ ⑮

⑰

小田川

位置図

 

凡　例

基準地点

国管理区間

基準地点

大臣管理区間

小田川→
小田川→

← 高馬川（岡山県管理）

②【裏法崩れ】 L=80m

小田川 左岸4k200付近

⑨ 【裏法崩れ】 L=1,000m（点在）

小田川 右岸2k800～3k800付近

⑦ 【裏法崩れ】 L=30m

小田川 右岸0k600付近

➀ 【堤防の決壊】 L=50m

小田川 左岸6k400付近

⑪ 【裏法崩れ】 L=15m

小田川 右岸4k200付近

⑫ 【裏法崩れ】 L=16m

小田川 右岸4k200付近

⑬ 【表法崩れ】 L=70m

小田川 右岸4k400付近

⑰ 【裏法崩れ】 L=50m

大武谷川 小田川合流点付近（県）

⑭ 【堤防の決壊】 L=100m

真谷川 左岸0k500付近（県）
おお ぶ たに かわ ま だに がわ

5

末
政
川

末
政
川

凡例
：堤防の決壊（大臣管理区間）

× ：堤防の決壊（県管理区間）
▲ ：堤防欠損等
：越水

××

××
×

×

たか ま がわ

すえ まさ がわ

高
馬
川

大
武
谷
川



気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言（改訂版） 高梁川水系
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 近年、水害が激甚化・頻発化しており、今後も気候変動の影響により降水量が増大すること等が懸念されていることを踏まえ、国
土交通省では、平成30年４月に有識者からなる「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」を設置。

 気候変動予測モデルを活用して、気候変動による水害への影響を評価し、令和元年10月に提言を公表。その後、新たに整備された
データを活用して検討を重ね、令和３年４月に提言（改訂版）を公表。

 高梁川の位置する瀬戸内ブロックでは、産業革命以前と比べて気温が２℃（現在から１℃）上昇した場合、降雨量は約1.1倍、流
量は約1.2倍、洪水の発生頻度は約２倍と試算されている。

※「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言 （令和３年４月改訂）をもとに作成



主なご意見と対応（第９回及び第10回明日の高梁川を語る会） 高梁川水系

No. 項目 ご意見 対応

1 治水目標

平成30年７月豪雨では現行河川整備計画の

目標を上回っている。今後の異常気象で大洪
水が発生する可能性もあり、河川整備計画目
標の見直しを検討する必要がある。

○ 平成30年７月豪雨や気候変動による影響等を考慮し、高梁川及
び小田川の河川整備目標を設定する。

○ 高梁川の整備目標流量は、基準地点船穂での9,400m3/sのうち、
流域内の既設洪水調節施設により300m3/sを調節し、基準地点
船穂において9,100m3/sとする。小田川の整備目標流量は、主要
な地点矢形橋において1,700m3/sとする。

○ さらに、気候変動後（2℃上昇時）の状況においても平成29年６月

に変更した河川整備計画で目標とした治水安全度を概ね確保で
きる。

○ 集水域と氾濫域を含む流域全体で、あらゆる関係者が協働して
行う総合的かつ多層的な治水対策を推進することにより、整備目
標流量を上回る洪水や整備途上段階での施設能力以上の洪水
が発生した場合においても、人命・資産・社会経済の被害軽減を
目指す。

 原案P57

2 治水目標
気候変動への対応は待ったなしであり、手戻
りのない整備が重要である。

3 堤防強化
越水しても破堤しにくい堤防を整備していくべ
きである。

○ 河川堤防を越水した場合でも決壊しにくく、決壊までの時間を長
くするなどの減災効果を発揮する粘り強い堤防を、減災対策の
一つとして検討・整備する。

 原案P90

4
洪水調節施設
流出抑制対策

上流でなるべく水を貯める工夫が必要。事前
放流などの既存ダムの活用、場合によっては
新しいダム、遊水地、休耕田等の活用など、
総合的に検討していただきたい。

○ 令和２年５月に高梁川水系治水協定を締結。利水ダムも含めた
高梁川水系全20ダムにおいて事前放流等の体制を構築。

○ 既存ダムの施設改良に関しては、洪水調節機能強化に一定の効
果が見込まれるダムについては、今後、関係利水者の意向も踏
まえつつ、河川管理者と当該ダム管理者及び関係利水者が協働
し、検討・協議を行い、必要な対応を進める。また、必要に応じて、
新規ダムによる洪水調節機能強化についても検討を進める。

 原案P110

○ 令和３年３月に高梁川水系流域治水プロジェクトを策定。雨水貯
留施設の整備やため池・用水路を活用した雨水貯留を行うなど、
流域内のあらゆる関係者と連携して流域治水を推進する。

 原案P111

5 洪水調節施設
ダムの放流施設を改良するなどして、事前放
流を効果的に行うような対応策を検討できな
いか。
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主なご意見と対応（第９回及び第10回明日の高梁川を語る会） 高梁川水系

No. 項目 ご意見 対応

6 まちづくり連携
浸水が想定されていた地域で浸水が発生し、
高齢化と相まって犠牲となった。河川整備とま
ちづくりとの連携を考えていただきたい。

○ 令和２年６月に都市再生特別措置法等の一部改正により、災害
ハザードエリアにおける開発抑制や立地適正化計画の強化など
が規定。

○ 水害リスクを考慮したまちづくりの推進に向け、水害リスク情報等
を提供するなど関係自治体に対して技術的支援等を実施。

 原案P109

7 樹木伐採

樹木伐採をしているが、今後の再繁茂対策は
どうするのか。また、樹木の伐採・再繁茂対策
については地域と連携した取組を検討してほ
しい。

○ ブルドーザーによる草の踏み倒しや、地域住民による草の踏み
歩き、マレットゴルフ利用など、地域と連携した再繁茂対策を実施。

 原案P53

8
環境
樹木伐採

生物を含めた河川管理として、樹木伐採する
ところと自然を残すところといった計画ができ
るといいのではないか。

○ 水位上昇の要因や河川巡視の支障となる樹木、動植物の生息・
生育・繁殖環境や河川景観を形成する樹木など、河道内樹木の
持つ多様な機能を考慮して、計画的な管理を実施。

○ 樹木の再繁茂対策においては水際に配慮して実施。
 原案P97

9 ソフト対策
どのような取組が行われているのか、地方自
治体との連携など、ソフト対策の状況について
報告いただきたい。

○ 逃げ遅れゼロを目指してマイ・タイムラインや要配慮者マイ・タイ
ムラインの作成支援、多機関連携型タイムラインの策定・運用、
防災に関する出前講義等を実施。

 原案P110
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